
 
 

 

甲賀市開発許可の基準等に関する条例に基づく都市計画法第３４条

第１２号区域の指定について 

 

１． 趣旨 

 

甲賀市には、甲賀都市計画区域、土山都市計画区域、信楽高原都市計画区域の３つの都

市計画区域があり、そのうち甲賀都市計画区域のみが線引きされ、市街化区域と市街化調

整区域に分かれております。市街化調整区域につきましては、都市計画法第７条第３項に

おいて『市街化を抑制するべき区域』とされており、開発や建築が厳しく規制されていま

す。 

また、市内では平成２２年の国勢調査より人口が減少に転じており、市街化調整区域の

既存集落におきましては、市全体の平均以上に人口減少が進行し、集落の維持やコミュニ

ティの希薄化といった問題が懸念されております。 

そのため、市街化調整区域でも自己の居住の用に供する住宅を必要とする方であれば建

築でき、既に平成１５年度に指定している都市計画法第３４条第１１号区域の他に、新た

に都市計画法第３４条第１２号区域を指定し、市街化調整区域の規制緩和を図ることを目

的に、甲賀市開発許可の基準等に関する条例の一部を改正しました。 

今回、改正した条例に基づき、区域を指定するものです。 

 

 

２． 指定区域（案）の概要 

 

【新規】 

都市計画法第３４条第１２号区域 

 ・水口地域・・・ ７０．９ha 

 ・甲南地域・・・ ５８．９ha 

 ・甲賀地域・・・１８３．４ha       合 計・・・３１３．２ha 

 

※参考 

【平成１５年度指定】 

都市計画法第３４条第１１号区域 

  ・水口地域・・・３１４．２ha 

  ・甲南地域・・・３０９．７ha 

  ・甲賀地域・・・１９５．９ha       合 計・・・８１９．８ha 

 

資料２



 
 

３． 指定区域（案）の縦覧結果 

 

甲賀市開発許可の基準等に関する条例第７条第２項の規定おいて準用する、同条例第５

条第２項の規定により縦覧を行った結果は以下のとおり。 

 

・縦 覧 期 間 ： 平成２９年１月１７日 ～ 平成２９年１月３０日 

・縦 覧 人 数 ： ４人 

・意見書提出人数 ： ０人  

 

 

４． 条例改正及び区域指定のスケジュール 

  

平成２８年度 １２月 条例改正議決、条例施行 
  １月 指定区域案公告縦覧 
 ２月 都市計画審議会区域意見聴取 
  ３月 都市計画法第３４条第１２号区域告示 

 

 

 


